
【素案２】 

（案１） 

足立区議会は、区民の代表として、区民の生活やまちの未来に関わる大切な課題を話し

合い、決定する責任を負っています。私たちは、区民一人ひとりの声を尊重し、その意見

を議会の活動やまちづくりにしっかりと反映させることを目指します。 

議会は、誰もがその活動を理解できるように開かれた場でなければなりません。議事録

や活動内容の公開、インターネットによる議会中継などを通じて、区民が議会の議論や決

定を知り、自ら関わることができる環境を整えます。区民が安心して意見を届けられるよ

うに、対話の機会を積極的に設けることも重要です。 

また、議会自身も常に改善と改革を重ね、効率的で効果的な運営を行います。ICTの活用

や手続きの簡素化により、迅速な議論と決定を可能にするとともに、議員一人ひとりが責

任を持って職務を遂行し、その成果を区民に明確に報告します。 

足立区議会は、この基本条例に基づき、区民の信頼に応え、透明で参加しやすい議会を

目指し、区民とともにより良い足立区の実現に取り組みます。 

 

 

 

（案２） 

足立区議会は、区民の代表として、私たちの暮らしやまちの未来に関わる大切な課題を

話し合い、決定する責任を負っています。私たちは、区民一人ひとりの声を尊重し、その

意見を議会の活動やまちづくりにしっかりと生かしていくことを目指します。 

議会は、誰もがその活動を理解できる「開かれた場」でなければなりません。会議の記

録や活動内容を積極的に公開し、多様な手段を通じて情報を届けることで、区民が議論や

決定を知り、自ら関わることができる環境を整えます。また、区民が安心して意見を届け

られるよう、対話の機会を大切にします。 

議会自身も、常に改善と改革を続けます。社会の変化や新しい技術を取り入れて効率的

な運営を行うとともに、議員一人ひとりが責任を持って役割を果たし、その成果を区民に

わかりやすく報告します。 

足立区議会は、この基本条例に基づき、区民の信頼に応え、透明で参加しやすい議会を

つくり、区民とともにより良い足立区の実現に取り組みます。 

7.11.18 議会基本条例制定特別委員会資料 


